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売上げの不正会計に係る代表取締役の監視義務・内部統制システム 

構築義務違反がないとされた事例 
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【判例】 

 

 

事件の表示 

 

事 件 名 損害賠償請求（株主代表訴訟）事件   

事 件 番 号 平成２８年（ワ）第３０６０６号 

 

決   定 平成３０年３月２９日  

判決/東京地方裁判所 

      棄却  

 

 

事案の概要 

 Ａ株式会社は学習塾の経営等を目的とする会社法上の大

会社、東証一部上場。 

Ａ社の創業者Ｙは、昭和６０年の設立当初から同社の代

表取締役を務め、平成２７年、代表権のない取締役相談役

となる。 

Ｙは、代表取締役時に新規事業の立ち上げに注力。 

他の取締役が、学習塾の運営等の既存事業の経営及び財

務会計を含む管理業務を任される。これら取締役の指示・

黙認の下で不正会計が行われる。 

この不正会計について、Ｙ（提訴請求時は代表権のない

取締役）の任務懈怠責任が追及された。 

 



 

争  点 

と 

結  論 

 

 

 

 

① Ｙは本件不正会計を認識しながら黙認した（Ｙに監視義

務違反がある）といえるか 

② Ｙに内部統制システム構築義務違反があるか 

 

いずれも否定 

 

判   示 

 

１ 監視義務違反の有無について 

 

・Ｘは、Ｙが本件不正会計の事実又はその兆候を知ってい

たにもかかわらずこれを黙認したことを理由に、Ｙの監視

義務違反を主張。 

            ↓ 

（判示） 

前提として、取締役の行動規範や文書管理に関する適切な

内部統制システムが構築されていたことを認定。 

 

そのうえで、 

・Ｆ監査法人の指導等には取締役Ｐ₃・Ｐ₁が対応していた 

・Ｙに情報が伝わることをＰ₁が遮断した 

・Ｙに本件不正会計に加担し又は黙認する動機があったと

はいえない 

等を統合考慮して、Ｙが本件不正会計の事実又はその兆候

を知っていたということはできないとし、Ｙに監視義務違

反はないとした。 

 

（評価） 

・内部統制システムが外形上問題なく機能している場合に

は、あえて疑念を差し挟むべき特段の事情がない限り、他

の取締役等がその報告通りに職務を遂行しているものと信

頼することが許されるとする、いわゆる「信頼の権利」を前

提とした判断。 

すなわち、Ｙが確認した上記体制のもと、取締役Ｐ₃・Ｐ

₁がその報告通りに職務を遂行しているとＹが信頼してい

たため、Ｙに監視義務違反はないという判断をした。 

 

・本判決の判断枠組みは、取締役は取締役会上程事項の監

視にとどまらず代表取締役等の業務執行一般につき監視す

べきとした最判昭４８・５・２２とは異なる。Ａ社は、昭和



４８年最判のように取締役会を開催したことのない小規模

会社ではなく、大会社かつ上場会社であるため、社外取締

役を含む全取締役が取締役会非上程事項まで監視すること

は事実上不可能である。このようなＡ社の特性に着目し、

本判決は、取締役の行動規範や文書管理に関する適切な内

部統制システムが構築され、かつその内部統制システムを

通じて報告される情報を信頼して監視を行っているか否か

という枠組みでＹの監視義務違反の有無を判断した。 

 

 

２ 内部統制システム構築義務違反の有無について 

 

（判示） 

「大会社である取締役会設置会社において、取締役会は、

取締役及び使用人の不正行為を防止するため、内部統制シ

ステムの大綱を決定することを要し（会社法３６２条５項、

同条６号、会社法施行規則１００条１項）、業務執行を担当

する代表取締役は、その大綱を踏まえ、内部統制システム

を具体的に決定すべき義務を負うと解される。もっとも、

整備すべき内部統制システムの内容については、当該会社

の規模、事業内容その他の事情によって左右されるもので

あるから、会社経営の専門家である取締役に広い裁量が与

えられているというべきであり、代表取締役は、原則とし

て、通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制

を整えれば足り、不正行為が通常容易に想定し難い方法に

よるものであった場合には、代表取締役において、不正行

為の発生を予見すべきであったという特別な事情がない限

り、当該代表取締役に、不正行為を防止するためのリスク

管理体制を構築すべき義務に違反した過失があるというこ

とはできないものと解するのが相当である（最高裁判所平

成･･････２１年７月９日第一小法廷判決・裁判集民事２３

１号２４１頁）。」 

「Ｙが本件不正会計の事実又はその兆候を知ることはでき

ず、上記体制を更に強化すべき状態にあったとはいえない」

ため、「Ｙの整備した内部統制システムは、Ａ社の事業内

容、規模等に照らして、通常想定される不正行為を防止し

得る程度の機能ないし有用性を備えていたというべきであ

る」と判示した。 

 

以上 

 


